
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
四
号
　
　
令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
第
四
十
四
号

令
和
五
年

十
月
三
十
一
日

火　曜　日

目

次

告

示

○
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
の
更
新	

一

○
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
指
定	

四

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
二
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

信
玄
堤
鳥
獣
保
護
区

1　

鳥
獣
保
護
区
の
名
称　

信
玄
堤
鳥
獣
保
護
区

2　

鳥
獣
保
護
区
の
区
域　

南
ア
ル
プ
ス
市
及
び
甲
斐
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間　

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

鳥
獣
保
護
区
の
面
積　

百
三
十
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

5　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分　

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的　

四
百
数
十
年
の
歴
史
を
持
つ
信
玄
堤
の
周
辺
の
区
域
に
は
、
当
時
植
え
ら
れ
た
ケ
ヤ
キ
及
び

エ
ノ
キ
の
大
木
が
林
立
し
て
お
り
、
釜
無
川
左
岸
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
森
林
公
園
及
び
ス

ポ
ー
ツ
公
園
が
整
備
さ
れ
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
、
イ
ロ
ハ
カ
エ
デ
、
サ
ツ
キ
、
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
ツ
ツ

ジ
等
の
植
栽
も
な
さ
れ
て
お
り
、
地
域
住
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
広
く
親
し
ま
れ
て
い
る
。

当
該
区
域
に
は
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
、
ホ
オ
ジ
ロ
、
カ
ワ
ラ
ヒ
ワ
、
キ
ジ
バ
ト
等
の
里
山
の
鳥

類
が
生
息
し
、
ま
た
、
ケ
ヤ
キ
の
大
木
で
は
ア
オ
バ
ズ
ク
等
の
フ
ク
ロ
ウ
類
の
繁
殖
も
確
認
さ

れ
て
お
り
、
鳥
類
の
良
好
な
ね
ぐ
ら
、
越
冬
地
に
も
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
釜
無
川
河
川
敷
に

は
、
イ
ソ
シ
ギ
、
タ
カ
ブ
シ
ギ
、
コ
チ
ド
リ
等
の
シ
ギ
・
チ
ド
リ
類
、
カ
ル
ガ
モ
、
マ
ガ
モ
等

の
カ
モ
類
も
生
息
し
て
い
る
。

哺
乳
類
に
つ
い
て
は
、
個
体
数
は
少
な
い
も
の
の
キ
ツ
ネ
、
イ
タ
チ
等
の
生
息
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。
当
該
区
域
は
河
川
、
河
川
敷
、
ケ
ヤ
キ
の
大
木
の
林
等
、
各
種
の
異
な
っ
た
特
色
あ

る
環
境
が
一
体
と
な
り
特
に
鳥
類
に
と
っ
て
良
好
な
生
息
環
境
を
形
成
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
区
域
を
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
す
る
こ
と
で
、
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
と
と
も

に
、
野
鳥
を
誘
致
し
、
野
鳥
と
身
近
に
触
れ
合
え
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
愛
鳥
思
想

の
普
及
啓
発
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

⑴　

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
等
に
よ
り
、
静
謐ひ
つ

な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的

な
生
息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

⑵　

当
該
区
域
の
鳥
獣
生
息
地
の
環
境
を
適
切
に
保
持
し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
に
著
し
い
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

⑶　

鳥
獣
の
生
息
に
影
響
の
な
い
範
囲
で
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
場
及
び
環
境
教
育
・
学
習

の
場
と
し
て
活
用
を
図
る
。

二　

白
須
鳥
獣
保
護
区

1　

鳥
獣
保
護
区
の
名
称　

白
須
鳥
獣
保
護
区

2　

鳥
獣
保
護
区
の
区
域　

北
杜
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間　

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

鳥
獣
保
護
区
の
面
積　

二
百
九
十
ヘ
ク
タ
ー
ル

5　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分　

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
の
中
心
に
位
置
す
る
サ
ン
ト
リ
ー
白
州
蒸
留
所
は
、
古
く
か
ら
バ
ー
ド
サ
ン
ク

チ
ュ
ア
リ
ー
と
し
て
野
鳥
保
護
活
動
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
敷
地
内
に
は
野
鳥
の
採
餌じ

木
等
の

植
栽
が
な
さ
れ
、
巣
箱
、
給
餌
台
、
水
場
等
が
設
置
さ
れ
る
等
鳥
類
の
生
息
に
適
し
た
環
境
づ

く
り
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

敷
地
内
の
ア
カ
マ
ツ
、
ク
ヌ
ギ
及
び
コ
ナ
ラ
の
広
大
な
自
然
林
で
は
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
、
ヤ

マ
ガ
ラ
、
メ
ジ
ロ
、
エ
ナ
ガ
等
の
鳥
類
の
他
に
、
特
に
コ
ゲ
ラ
、
ア
カ
ゲ
ラ
等
の
樹
林
地
を
好

む
キ
ツ
ツ
キ
類
が
多
く
生
息
し
て
い
る
。

哺
乳
類
で
は
、
キ
ツ
ネ
、
テ
ン
、
ホ
ン
ド
リ
ス
、
ア
カ
ネ
ズ
ミ
、
ヒ
メ
ネ
ズ
ミ
等
の
生
息
が



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
四
号
　
　
令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

二

に
よ
り
愛
鳥
思
想
の
普
及
啓
発
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

⑴　

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
等
に
よ
り
、
静
謐
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的

な
生
息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

⑵　

当
該
区
域
の
鳥
獣
生
息
地
の
環
境
を
適
切
に
保
持
し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
に
著
し
い
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

⑶　

鳥
獣
の
生
息
に
影
響
の
な
い
範
囲
で
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
場
及
び
環
境
教
育
・
学
習

の
場
と
し
て
活
用
を
図
る
。

四　

社
会
福
祉
村
鳥
獣
保
護
区

1　

鳥
獣
保
護
区
の
名
称　

社
会
福
祉
村
鳥
獣
保
護
区

2　

鳥
獣
保
護
区
の
区
域　

韮
崎
市
及
び
南
ア
ル
プ
ス
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間　

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

鳥
獣
保
護
区
の
面
積　

百
九
十
一
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

5　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分　

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的　

当
該
区
域
の
植
生
は
、
御
勅
使
川
の
河
川
敷
に
は
ヨ
シ
群
落
、
タ
チ
ヤ
ナ
ギ
、
イ
ヌ
コ
リ
ヤ

ナ
ギ
等
の
ヤ
ナ
ギ
群
落
、
そ
の
外
側
に
は
保
安
林
で
あ
る
ア
カ
マ
ツ
林
が
広
が
り
、
ア
カ
マ
ツ

林
に
は
部
分
的
に
コ
ナ
ラ
等
の
広
葉
樹
も
混
生
し
、
そ
の
周
辺
に
は
果
樹
園
及
び
畑
地
が
広

が
っ
て
い
る
。

当
該
区
域
の
鳥
獣
の
生
息
状
況
は
、
鳥
類
は
、
御
勅
使
川
が
急
流
な
た
め
カ
モ
、
シ
ギ
類
と

い
っ
た
水
鳥
の
生
息
数
は
少
な
い
が
、
ア
カ
マ
ツ
林
及
び
畑
地
を
中
心
に
ホ
オ
ジ
ロ
、
シ
ジ
ュ

ウ
カ
ラ
及
び
メ
ジ
ロ
と
い
っ
た
里
山
の
鳥
類
が
多
く
生
息
し
、
冬
季
に
は
カ
シ
ラ
ダ
カ
、
ベ
ニ

マ
シ
コ
等
の
姿
も
見
受
け
ら
れ
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
小
型
鳥
類
を
狙
う
猛
禽
類
で
あ
る
ツ
ミ

の
繁
殖
も
記
録
さ
れ
て
い
る
等
四
季
を
通
じ
て
豊
か
な
鳥
類
相
を
示
し
、
獣
類
で
は
、
里
山
環

境
を
好
む
キ
ツ
ネ
、
タ
ヌ
キ
、
イ
タ
チ
等
の
哺
乳
類
の
生
息
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
当
該
区
域
内
の
社
会
福
祉
村
に
は
、
県
立
あ
け
ぼ
の
支
援
学
校
を
始
め
と
す
る
医
療

福
祉
施
設
が
設
置
さ
れ
て
お
り
敷
地
内
に
は
多
く
の
緑
が
残
さ
れ
て
い
る
。
同
支
援
学
校
で

は
、
校
庭
に
給
餌
施
設
を
設
置
し
、
野
鳥
と
の
触
れ
合
い
や
観
察
等
を
実
施
す
る
と
と
も
に
ビ

デ
オ
の
放
映
等
に
よ
る
野
鳥
愛
護
思
想
の
高
揚
を
図
る
活
動
を
実
施
し
て
お
り
、
第
十
三
次
鳥

獣
保
護
事
業
計
画
に
お
い
て
も
愛
鳥
モ
デ
ル
校
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
社
会
福
祉
村
の
西

（
南
ア
ル
プ
ス
市
塩
前
）
に
は
ホ
ー
ス
セ
ラ
ピ
ー
施
設
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
馬
と
の
触
れ
合

確
認
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
区
域
を
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
す
る
こ
と
で
、
サ
ン
ト
リ
ー
白
州
蒸
留
所
の
野

鳥
保
護
活
動
を
支
援
し
、
そ
れ
に
よ
り
野
鳥
と
身
近
に
触
れ
合
え
る
環
境
の
整
備
を
促
進
す
る

と
と
も
に
愛
鳥
思
想
の
普
及
啓
発
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

⑴　

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
等
に
よ
り
、
静
謐
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的

な
生
息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

⑵　

当
該
区
域
の
鳥
獣
生
息
地
の
環
境
を
適
切
に
保
持
し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
に
著
し
い
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

⑶　

鳥
獣
の
生
息
に
影
響
の
な
い
範
囲
で
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
場
及
び
環
境
教
育
・
学
習

の
場
と
し
て
活
用
を
図
る
。

三　

県
立
八
ヶ
岳
少
年
自
然
の
家
鳥
獣
保
護
区

1　

鳥
獣
保
護
区
の
名
称　

県
立
八
ヶ
岳
少
年
自
然
の
家
鳥
獣
保
護
区

2　

鳥
獣
保
護
区
の
区
域　

北
杜
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間　

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

鳥
獣
保
護
区
の
面
積　

八
十
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

5　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分　

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的　

八
ヶ
岳
の
南
麓
の
標
高
千
二
百
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
県
立
八
ヶ
岳
少
年
自
然
の
家
は
、
青 

少
年
の
野
外
活
動
の
拠
点
と
し
て
整
備
さ
れ
、
環
境
教
育
の
一
環
と
し
て
巣
箱
の
設
置
等
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。

南
北
八
百
メ
ー
ト
ル
、
東
西
二
百
メ
ー
ト
ル
の
広
大
な
敷
地
内
に
は
マ
ツ
ム
シ
ソ
ウ
、
ワ
レ

モ
コ
ウ
等
の
草
花
が
生
育
す
る
草
原
や
、
ア
カ
マ
ツ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
シ
ラ
カ
バ
、
リ
ョ
ウ
ブ
、

ノ
リ
ウ
ツ
ギ
等
か
ら
な
る
森
林
が
あ
り
、
ま
た
、
イ
ワ
ナ
が
生
息
す
る
小
川
も
流
れ
て
い
る
。

鳥
類
で
は
、
森
林
で
は
ア
カ
ハ
ラ
、
キ
ビ
タ
キ
等
、
草
原
で
は
ノ
ビ
タ
キ
、
ホ
オ
ジ
ロ
等
の

亜
高
山
帯
の
野
鳥
が
多
く
生
息
し
、
ミ
ソ
サ
ザ
イ
、
キ
セ
キ
レ
イ
等
の
渓
流
を
好
む
種
も
確
認

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
哺
乳
類
で
は
、
キ
ツ
ネ
、
テ
ン
、
ホ
ン
ド
リ
ス
、
ア
カ
ネ
ズ
ミ
、
ヒ
メ

ネ
ズ
ミ
、
ま
た
、
天
然
記
念
物
の
ヤ
マ
ネ
等
が
生
息
し
て
い
る
な
ど
多
様
な
生
物
相
が
良
好
に

保
た
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
区
域
を
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
す
る
こ
と
で
、
鳥
獣
を
含
め
た
良
好
な
環
境
の

保
護
を
図
る
と
と
も
に
県
立
八
ヶ
岳
少
年
自
然
の
家
が
行
う
環
境
教
育
活
動
を
支
援
し
、
そ
れ
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な
生
息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

⑵　

当
該
区
域
の
鳥
獣
生
息
地
の
環
境
を
適
切
に
保
持
し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
に
著
し
い
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

⑶　

鳥
獣
の
生
息
に
影
響
の
な
い
範
囲
で
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
場
及
び
環
境
教
育
・
学
習

の
場
と
し
て
活
用
を
図
る
。

六　

黒
桂
河
内
鳥
獣
保
護
区

1　

鳥
獣
保
護
区
の
名
称　

黒
桂
河
内
鳥
獣
保
護
区

2　

鳥
獣
保
護
区
の
区
域　

南
巨
摩
郡
早
川
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
峡
南
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間　

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

鳥
獣
保
護
区
の
面
積　

六
十
ヘ
ク
タ
ー
ル

5　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分　

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的　

当
該
区
域
は
、
南
巨
摩
郡
早
川
町
の
中
心
部
の
標
高
五
百
メ
ー
ト
ル
か
ら
八
百
五
十
メ
ー
ト

ル
付
近
に
位
置
し
、
中
心
に
早
川
支
流
で
あ
る
黒
桂
河
内
川
が
流
れ
る
地
域
で
あ
る
。
ま
た
、

中
心
部
に
「
南
ア
ル
プ
ス
邑
野
鳥
公
園
」
が
町
に
よ
り
設
置
さ
れ
、
野
鳥
観
察
舎
、
自
然
観
察

路
、
人
工
池
等
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
年
間
を
通
じ
多
く
の
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
に
親
し
ま

れ
て
い
る
。

当
該
区
域
の
植
生
は
、
コ
ナ
ラ
及
び
ア
カ
マ
ツ
が
優
占
し
、
一
部
が
ス
ギ
の
植
林
地
と
な
っ

て
い
る
。

ま
た
、
生
息
す
る
野
生
動
物
は
、
獣
類
で
は
大
型
哺
乳
類
の
ニ
ホ
ン
ジ
カ
及
び
イ
ノ
シ
シ
を

は
じ
め
、
中
型
哺
乳
類
の
キ
ツ
ネ
、
ノ
ウ
サ
ギ
等
、
ま
た
、
小
型
哺
乳
類
で
は
ニ
ホ
ン
リ
ス
、

ヒ
メ
ネ
ズ
ミ
等
が
確
認
さ
れ
、
鳥
類
で
は
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
等
の
里
山
の
種
か
ら
、
オ
オ
ル
リ
、

キ
ビ
タ
キ
等
の
亜
高
山
帯
の
種
が
生
息
し
、
ま
た
、
中
心
を
流
れ
る
川
辺
を
中
心
に
ヤ
マ
セ

ミ
、
カ
ワ
セ
ミ
等
、
人
工
池
で
は
オ
シ
ド
リ
等
の
水
鳥
が
確
認
さ
れ
る
な
ど
、
非
常
に
豊
か
な

生
息
環
境
を
保
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
区
域
を
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
す
る
こ
と
で
、
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
と
と
も

に
、
野
鳥
を
誘
致
し
、
野
鳥
と
身
近
に
触
れ
合
え
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
愛
鳥
思
想

の
普
及
啓
発
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

⑴　

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
等
に
よ
り
、
静
謐
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的

な
生
息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

い
に
よ
る
治
療
法
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
区
域
を
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
す
る
こ
と
で
、
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
と
と
も

に
、
野
鳥
を
誘
致
し
、
野
鳥
と
身
近
に
触
れ
合
え
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
愛
鳥
思
想

の
普
及
啓
発
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

⑴　

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
等
に
よ
り
、
静
謐
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的

な
生
息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

⑵　

当
該
区
域
の
鳥
獣
生
息
地
の
環
境
を
適
切
に
保
持
し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
に
著
し
い
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

⑶　

鳥
獣
の
生
息
に
影
響
の
な
い
範
囲
で
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
場
及
び
環
境
教
育
・
学
習

の
場
と
し
て
活
用
を
図
る
。

五　

積
翠
寺
鳥
獣
保
護
区

1　

鳥
獣
保
護
区
の
名
称　

積
翠
寺
鳥
獣
保
護
区

2　

鳥
獣
保
護
区
の
区
域　

甲
府
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間　

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

鳥
獣
保
護
区
の
面
積　

九
百
二
十
九
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル

5　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分　

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
甲
府
市
の
北
部
標
高
五
百
メ
ー
ト
ル
の
市
街
地
周
辺
地
域
か
ら
、
標
高
千
二

百
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る
面
積
九
百
二
十
九
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
広
大
な
区
域
で
あ
り
、
中
心
部

に
は
温
泉
地
が
あ
る
。

当
該
区
域
に
は
、
ク
ヌ
ギ
、
コ
ナ
ラ
、
イ
ロ
ハ
カ
エ
デ
等
の
広
葉
樹
の
自
然
林
や
ス
ギ
、
ヒ

ノ
キ
が
植
林
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
市
街
地
周
辺
部
の
低
標
高
地
域
で
は
、
鳥
類
で
は
ヒ
ヨ
ド

リ
、
ム
ク
ド
リ
、
キ
ジ
バ
ト
、
コ
ジ
ュ
ケ
イ
等
、
哺
乳
類
で
は
タ
ヌ
キ
、
キ
ツ
ネ
等
の
里
山
の

鳥
獣
が
生
息
し
、
高
標
高
地
域
で
は
、
ア
カ
ハ
ラ
、
カ
ッ
コ
ウ
、
セ
ン
ダ
イ
ム
シ
ク
イ
等
の
亜

高
山
帯
の
野
鳥
が
出
現
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
区
域
を
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
す
る
こ
と
で
、
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
と
と
も

に
、
野
鳥
を
誘
致
し
、
野
鳥
と
身
近
に
触
れ
合
え
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
愛
鳥
思
想

の
普
及
啓
発
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

⑴　

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
等
に
よ
り
、
静
謐
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
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四

区
と
し
て
指
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

㈢　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

⑴　

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
等
に
よ
り
、
静
謐
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的

な
生
息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

⑵　

当
該
区
域
の
鳥
獣
生
息
地
の
環
境
を
適
切
に
保
持
し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
に
著
し
い
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

⑶　

鳥
獣
の
生
息
に
影
響
の
な
い
範
囲
で
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
場
及
び
環
境
教
育
・
学
習

の
場
と
し
て
活
用
を
図
る
。

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

長
坂
渋
沢
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

長
坂
渋
沢
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
を
禁
止
す
る
区
域　

北
杜
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
存
続
期
間　

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十

一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
面
積　

六
十
ヘ
ク
タ
ー
ル

二　

長
沢
・
東
井
出
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

長
沢
・
東
井
出
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
を
禁
止
す
る
区
域　

北
杜
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）　
　
　

3　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
存
続
期
間　

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十

一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
面
積　

九
十
四
へ
ク
タ
ー
ル

三　

鳥
原
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

鳥
原
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

⑵　

当
該
区
域
の
鳥
獣
生
息
地
の
環
境
を
適
切
に
保
持
し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
に
著
し
い
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

⑶　

鳥
獣
の
生
息
に
影
響
の
な
い
範
囲
で
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
場
及
び
環
境
教
育
・
学
習

の
場
と
し
て
活
用
を
図
る
。

七　

篠
井
山
鳥
獣
保
護
区

1　

鳥
獣
保
護
区
の
名
称　

篠
井
山
鳥
獣
保
護
区

2　

鳥
獣
保
護
区
の
区
域　

南
巨
摩
郡
南
部
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
峡
南
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間　

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

鳥
獣
保
護
区
の
面
積　

七
十
七
ヘ
ク
タ
ー
ル

5　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分　

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的　

篠
井
山
（
標
高
千
三
百
九
十
四
メ
ー
ト
ル
）
の
山
体
は
、
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
の
堆
積
が
先
新

世
以
降
に
隆
起
し
た
も
の
で
安
山
岩
質
火
山
砕
屑
岩
類
か
ら
な
り
、
気
候
も
太
平
洋
か
ら
の
影

響
を
受
け
る
た
め
温
暖
で
、
山
頂
ま
で
暖
地
性
植
物
の
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
、
ツ
ル
グ
ミ
、
ヤ
マ
グ
ル

マ
等
が
見
ら
れ
る
。

山
頂
付
近
に
は
、
ブ
ナ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
ナ
ツ
ツ
バ
キ
及
び
コ
ミ
ネ
カ
エ
デ
を
は
じ
め
と
す
る

カ
エ
デ
類
が
特
に
多
く
、
ブ
ナ
の
大
木
の
間
に
は
ア
ス
ナ
ロ
、
チ
ョ
ウ
セ
ン
ゴ
ヨ
ウ
、
ゴ
ヨ
ウ

ツ
ツ
ジ
、
フ
ジ
ザ
ク
ラ
等
の
植
物
が
広
く
分
布
し
て
い
る
。

ま
た
、
当
該
区
域
で
は
、
獣
類
で
は
、
大
型
哺
乳
類
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
イ
ノ
シ
シ
及
び
ニ

ホ
ン
ジ
カ
を
は
じ
め
、
中
型
哺
乳
類
の
ア
ナ
グ
マ
、
ホ
ン
ド
タ
ヌ
キ
及
び
ノ
ウ
サ
ギ
、
ま
た
、

小
型
哺
乳
類
で
は
ニ
ホ
ン
リ
ス
の
ほ
か
希
少
な
ト
ガ
リ
ネ
ズ
ミ
、
ヒ
ミ
ズ
等
が
確
認
さ
れ
、
鳥

類
で
は
、
大
型
猛
禽
類
の
オ
オ
タ
カ
及
び
サ
シ
バ
を
は
じ
め
、
ク
ロ
ツ
グ
ミ
、
メ
ボ
ソ
ム
シ
ク

イ
等
の
亜
高
山
帯
に
生
息
す
る
も
の
か
ら
ホ
オ
ジ
ロ
、
カ
ワ
ラ
ヒ
ワ
等
の
里
山
に
住
む
も
の
ま

で
多
様
な
鳥
獣
の
生
息
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
県
で
は
、
昭
和
四
十
八
年
に
山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
六

年
山
梨
県
条
例
第
三
十
八
号
）
に
基
づ
く
自
然
保
存
地
区
と
し
て
当
該
区
域
を
指
定
し
、
良
好

な
自
然
環
境
の
保
全
を
図
っ
て
き
た
。

さ
ら
に
、
平
成
十
三
年
度
に
は
環
境
省
が
提
唱
す
る
「
生
物
多
様
性
保
全
の
た
め
の
国
土
区

分
ご
と
の
重
要
地
域
」
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

現
在
指
定
さ
れ
て
い
る
自
然
保
存
地
区
を
よ
り
実
効
性
あ
る
も
の
と
し
、
豊
か
な
森
林
資
源

に
生
息
す
る
多
様
な
野
生
鳥
獣
を
含
め
た
自
然
生
態
系
全
体
の
保
護
を
図
る
た
め
、
鳥
獣
保
護



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
四
号
　
　
令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

五

七　

羽
根
子
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

羽
根
子
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
を
使
用
す
る
禁
止
区
域　

都
留
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
存
続
期
間　

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十

一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
面
積　

百
八
十
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

八　

勝
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

勝
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
を
禁
止
す
る
区
域　

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
存
続
期
間　

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十

一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
面
積　

三
百
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル

2　

特
定
猟
具
使
用
を
禁
止
す
る
区
域　

北
杜
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
存
続
期
間　

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十

一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
面
積　

九
十
七
・
三
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

金
川
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

金
川
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
を
禁
止
す
る
区
域　

笛
吹
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
峡
東
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
存
続
期
間　

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十

一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
面
積　

百
九
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

五　

笛
吹
川
岩
手
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

笛
吹
川
岩
手
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
を
禁
止
す
る
区
域　

山
梨
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
峡
東
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
存
続
期
間　

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十

一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
面
積　

八
十
八
・
九
ヘ
ク
タ
ー
ル

六　

大
平
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

大
平
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
を
禁
止
す
る
区
域　

都
留
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
存
続
期
間　

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十

一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
面
積　

二
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
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